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定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年５月28日開催予定の第21

期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

（１） 当社の今後の事業展開に備え、現行の定款第２条の｢目的｣に事業目的を追加するもの

であります。 

 

（２） 当社は、来る平成21年５月28日開催の第21期定時株主総会にて上程予定の「第１号議

案第21期（平成20年３月１日から平成21年２月28日まで）計算書類承認の件」が承認可

決されますと会社法第２条第６号イに規定する大会社に該当することとなりますので、

会社の機関として会計監査人を置くこととし、第４条④を新設するものであります。 

 

（３） 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部

を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」とします。）が平成21年

１月５日に施行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子

化）されました。これに伴い、当社の定款上不要となりました株券に関する規定の削除

などの所要の変更を行うものであります。 

なお、定款第７条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第６条第１項に

基づき、平成21年１月５日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款

変更の決議をしたものとみなされております。 

    このほか、株券の電子化に伴い、株主権の行使手続が株式取扱規程に定められている

ことを明確化すると共に、株券喪失登録簿に係る経過的措置を定めるための附則を設け

るものであります。 

 

（４） 会社法第165条第２項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の

株式の取得が認められているので、機動的な資本政策を遂行できるように、定款第７条

に自己の株式の取得の規定を新設するものであります。 



（５） 単元未満株式についての権利を合理的な範囲に制限するため、所要の規定を第９条と

して新設するものであります。 

 

（６） 会社法施行規則第94条第１項・第133条第３項ならびに会社計算規則第161条第４項・

第162条第４項により、株主総会の招集に際して招集通知を発出する時から株主総会の日

から３ヶ月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けること

が出来る状態に置く措置（インターネット上のウェブサイトに開示する方法を指す）を

とることで、株主総会招集通知および事業報告の一部、個別注記表、連結計算書類につ

いて株主に提供したものとみなされる様、変更を行なうものであります。 

 

（７） 取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に果たすことができる

よう、取締役及び監査役の責任免除に関する規定を変更案第28条、変更案第38条として

変更するものであります。 

なお、変更案第28条につきましては、あらかじめ監査役全員の同意を得ております。 

 

２．定款変更の内容 

  別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成21年５月28日（木曜日） 

  定款変更の効力発生日      平成21年５月28日（木曜日） 

 

 

 

 

以  上 



（別紙） 

現 行 定 款 変 更 案 

 
第１条（条文省略） 
 
（目的） 
第２条（条文省略） 
    ① （条文省略） 

② 有機質を利用した低農
薬および無農薬栽培の
農産物の仕入、加工、
卸売、販売ならびに輸
出入 

③～○24 （条文省略） 
 

第３条（条文省略） 
 
（機関） 
第４条 当会社は、株主総会および取  

締役のほか、次の機関を置
く。 

 
① 取締役会 
② 監査役 
③ 監査役会 

 
第５条～第６条（条文省略） 
 
（株券の発行） 
第７条 当会社は株式に係る株券を

発行 
する。 

 
（新 設） 

 
 

 
 
 
 

 
第１条（現行どおり） 
 
（目的） 
第２条（現行どおり） 
    ① （現行どおり） 

② 有機質を利用した低農
薬および無農薬栽培の
農産物の生産、仕入、
加工、卸売、販売なら
びに輸出入 

③～○24 （現行どおり） 
 
第３条（現行どおり） 
 
（機関） 
第４条 当会社は、株主総会および取 

締役のほか、次の機関を置
く。 

① 取締役会 
② 監査役 
③ 監査役会 

    ④ 会計監査人 
 
第５条～第６条（現行どおり） 
 

（削 除） 
 
 
 
 
（自己の株式の取得） 
第７条 当会社は、会社法第165条第

２項の規定により、取締役会
の決議によって市場取引等
により自己の株式を取得す
ることができる。 

 
 



 

（単元株式数および単元未満株券の
不発行） 
第８条 当会社の単元株式数は、100

株とする。 
２．当会社は、前条の規定にか

かわらず、単元未満株式に
係る株券を発行しない。た
だし、株式取扱規程に定め
るところについては、この
限りではない。 

 
（新 設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（株主名簿管理人） 
第９条 （条文省略） 

２．（条文省略） 
３．当会社の株主名簿、株券喪

失登録簿および新株予約権
原簿は、株主名簿管理人の
事務取扱場所に備え置き、
株主名簿、株券喪失登録簿
および新株予約権原簿への
記載または記録、その他株
式ならびに新株予約権に関
する事務は、株主名簿管理
人に委託し、当会社におい
ては取り扱わない。 

 
 

（単元株式数） 
 
第８条 当会社の単元株式数は、100

株とする。 
（削 除） 

 
 
 
 
 
 
（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の株主は、その有する単

元未満株式について、次に掲

げる権利以外の権利を行使す

ることができない。 

       ①会社法第189条第２項各号

に掲げる権利 

       ②会社法第166条第１項の規

定による請求をする権利 

       ③株主の有する株式数に応じ

て募集株式の割当ておよび

募集新株予約権の割当てを

受ける権利 

 
（株主名簿管理人） 
第10条 （現行どおり） 

２．（現行どおり） 
３．当会社の株主名簿および新

株予約権原簿は、株主名簿
管理人の事務取扱場所に備
え置き、株主名簿および新
株予約権原簿への記載また
は記録、その他株式ならび
に新株予約権に関する事務
は、株主名簿管理人に委託
し、当会社においては取り
扱わない。 

 
 
 

現 行 定 款            変 更 案 



（株式取扱規程） 
第10条 当会社の株式に関する取扱

いおよび手数料は、法令また
は本定款のほか、取締役会に
おいて定める株式取扱規程
による。 

 
 
第11条～第13条（条文省略） 
 

（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第14条～第27条（条文省略） 
 
（社外取締役の責任限定契約） 
第28条     （新 設） 
 

 
 
 
 

 

（株式取扱規程） 
第11条 当会社の株主権行使の手続

きその他株式に関する取扱
いおよび手数料は、法令また
は本定款のほか、取締役会に
おいて定める株式取扱規程
による。 

 
第12条～第14条（現行どおり） 
 
（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供） 

第15条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類および連結計算書

類に記載または表示をすべき

事項に係る情報を、法務省令に

定めるところに従いインター

ネットを利用する方法で開示

することにより、株主に対して

提供したものとみなすこ       

とができる。 

 
第16条～第29条（現行どおり） 
 
（取締役の責任免除） 
第30条 当会社は、会社法第426条第

１項の規定により、取締役会
決議をもって、同法第423条
第１項の取締役（取締役であ
った者を含む。）の賠償責任
を、法令の限度において免除
することができる。 

 
 

現 行 定 款            変 更 案 



 

当会社は、会社法第427条
第１項の規定により、社外
取締役との間で、会社法第
423条第１項の賠償責任を
限定する契約を締結する
ことができる。ただし、当
該契約に基づく賠償責任
の限度額は、法令で定める
最低責任限度額とする。 

 
第29条～第37条（条文省略） 
 
（社外監査役の責任限定契約） 

第38条      （新 設） 
 
 
 
 
 

   
    当会社は、会社法第427条第

１項の規定により、社外監査
役との間で、会社法第423条
第１項の賠償責任を限定す
る契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基
づく賠償責任の限度額は、法
令の定める最低責任限度額
とする。 

 
第39条～第42条（条文省略） 
 

（新 設） 
（新 設） 

 
 
 
 
 
 
 
 

２．当会社は、会社法第427条第
１項の規定により、社外取締
役との間で、会社法第423条
第１項の賠償責任を限定す
る契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基
づく賠償責任の限度額は、法
令で定める最低責任限度額
とする。 

 
第31条～第39条（現行どおり） 
 
（監査役の責任免除） 

第40条 当会社は、会社法第426条第
１項の規定により、取締役会
決議をもって、同法第423条
第１項の監査役（監査役であ
った者を含む。）の賠償責任
を、法令の限度において免除
することができる。 

  ２．当会社は、会社法第427条第
１項の規定により、社外監査
役との間で、会社法第423条
第１項の賠償責任を限定す
る契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基
づく賠償責任の限度額は、法
令の定める最低責任限度額
とする。 

 
第41条～第44条（現行どおり） 
 

附 則 
第１条 当会社の株券喪失登録簿は、

株主名簿管理人の事務取扱
場所に備え置き、株券喪失登
録簿への記載または記録、そ
の他の株券喪失登録簿に関
する事務は、株主名簿管理人
に委託し、当会社においては
取り扱わない。 

 

現 行 定 款            変 更 案 



（新 設） 第２条 前条および本条は、平成22
年１月５日まで有効とし、同
日の経過をもって前条およ
び本条を削除するものとす
る。 

 

 

現 行 定 款            変 更 案 


